【特定旅客運送事業　運賃届出書及び添付書類】
· 運賃届出書
· 設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
申請書中、「３．設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法」については、（例）を参考に別紙（適用方）を作成のうえ申請書に添付して下さい。
※　下記例はあくまでも参考です。
　　例においては、距離制・時間制・定額制の各運賃を設定していますが、距離制　運賃のみの設定や時間制運賃のみの設定等も可能です。ご不明な点があれば担当までご連絡ください。　
　　担当：沖縄総合事務局運輸部陸上交通課事業改善係

　　　　　　ＴＥＬ０９８－８６６－００３１（内線８５３６６）

※　使用車両の車種区分は以下のとおりです。
	車種区分
	自動車の大きさ等

	特定大型車

	　道路運送車両法施行規則第２条に定める普通自動車（以下「普通自動車」という。）及び小型自動車（以下「小型自動車」という。）のうち乗車定員７名以上のもの。

　ただし、身体障害者輸送車（患者輸送車、車椅子移動車を含む。以下同じ。）を除く。


	大型車

	普通自動車のうち排気量２リットル（ディーゼル機関を除く。）を超えるもので乗車定員６名以下のもの。

　身体障害者輸送車であって乗車定員７名以上のもの。

	普通車

	普通自動車のうち排気量２リットル（ディーゼル機関を除く。）以下で乗車定員６名以下のもの及び小型自動車で乗車定員６名以下のもの。

　普通自動車及び小型自動車のうち身体障害者輸送車であって乗車定員６名以下のもの及び道路運送車両法施行規則第２条に定める軽自動車（以下「軽自動車」という。）で福祉輸送事業のみに使用するもの。

　普通自動車、小型自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員６名以下のもの。

	備　考

	１．ディーゼル機関を搭載した車両については、同一仕様（外寸、内装等）のガソリン車の車種区分を適用する。
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特定旅客運送事業の運賃届出書
この度、特定旅客運送事の運賃及び料金（介護輸送サービス）を下記のとおり設定したいので、関係書類を添えて届出致します。
記
１　氏名又は名称及び住所
氏名または名称  （株）沖縄総合事務局
住    所   　　　沖縄県那覇市前島おもろまち2-1-1
代表者名   　　　代表取締役　運輸　太郎
２　設定しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
会員の自宅等から医療施設等
３　設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
　　　別添のとおり
４　添付書類
□　訪問介護事業所の指定書（写）
□　支援費制度に基づく事業者の指定書（写）
□　使用車両の自動車検査証（写）
□　旅客運送契約書（写）
（例）
※　距離制・時間制・定額制運賃
　　　運賃及び料金の種類、額並びに適用方
（沖縄県本島地区）
Ⅰ　運賃及び料金
1． 距離制運賃
	運賃等
車　種
	初　　　乗
	加　　　算
	備考

	
	距    離
	運　　賃
	距 　離
	運　賃
	

	普通
	最初の２．０ｷﾛﾒｰﾄﾙ
まで
	４００　円
	１km増す
ごとに
	100円
	


２．　時間制運賃
	車　種
	時　　間
	運　賃
	備考

	普通
	３０分までごとに
	５００　円
	


3． 定額制運賃
	車　種
	回　　　　　数
	運　　賃
	備考

	普通
	１輸送ごとに
	４００　円
	


Ⅱ　適　用　方
１．　車種区分
　　普　通　車
　　　　普通自動車のうち排気量２リットル（ディーゼル機関を除く。）以下で乗車定員６名以
下のもの及び小型自動車で乗車定員６名以下のもの。

　   　　　普通自動車及び小型自動車のうち身体障害者輸送車であって乗車定員６名以下の
もの及び道路運送車両法施行規則第２条に定める軽自動車（以下「軽自動車」とい
う。）で福祉輸送事業のみに使用するもの。

　   　　　普通自動車、小型自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員６名以下のもの。
※　ディーゼル機関を搭載した車両については、同一仕様（外寸、内装等）のガソリン車の車種区分を適用する。

２．　距離制運賃
（1） 距離制運賃の算定は、旅客の乗車した地点から下車した地点までの実車走行距離による。
（2） 　実車走行距離の積算は、走行距離計（トリップメーターまたはオドメーター）により行う。
３．　時間制運賃


（1） 時間制による運賃は、観光地の周遊、冠婚葬祭に係る運送等で距離制運賃により難い運送であって、営業所等において特約がある場合に適用する。
（2） 時間制による時間の算定は、旅客の指定した場所に到着したときから、旅客の運送を終了するまでの時間による。
（3） 時間制による時間の算定は、３０分単位とし、３０分未満の端数が生じた場合は切り上げる。
（4） 時間制による運賃を適用する場合は、他の割増運賃及び料金は一切適用しない。
4． 定額制運賃
（1） 定額制運賃は、発着地が次に掲げる市町村の運送において適用する。
●●市及び近隣市町村
※　介護事業所の所在地が那覇市であれば基本的に
　　　　　　　　　那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、八重瀬町、南風原町、与那原町
　　　　　　　　　等といった那覇市を中心とした近隣市町村ということになります。
５．　その他
（1） 距離制、時間制、定額制の各運賃及び料金の収受は、運賃及び料金表による。
（2） 　自動車航送航路の航送運賃及び有料道路の使用料金は、その実費について旅客の負担とする。
（3） 　有料駐車場の利用料金は、その実費について旅客の負担とする。
（4） 　上記で定める運賃及び料金は、沖縄総合事務局長公示（平成１８年１０月１日付け公示第７９号）Ⅰ．２．に定めるサービスの場合適用する。









